
　　【DBS（Disclosure and Barring Service）】

　　　・前歴開示・前歴者就業制限機構　（イギリスの公共機関））
　　　・就職希望者や現職者の性犯罪歴を確認できる制度

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等
の防止等のための措置に関する法律（こども性暴力防止法）

　１　こども性暴力防止法の概要

　(3) 児童等への性暴力の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護等

　(4) 教員等の研修

　３　犯罪事実確認の流れ

　２　事業者が講じなければならない措置

　(1) 性犯罪事実該当者（性犯罪前科の有無）の確認（日本版DBS）

　(2) 児童等との面談や児童等が相談を行いやすくするための措置（相談体制）

2024/8/8 総務部/保健福祉部/こども部/教育委員会 報告事項

　学校設置者等や認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、性暴力を防止する
ための措置が義務付けられた。（教育等に従事させる者の性犯罪の前科確認等）

・2026年度中の制度開始が予定されている。
・現在、国により事業者向けガイドラインの策定が進められている。

成　立

内　容

今　後

　子どもを性被害から守ることを目的として、第213回通常国会で2024年6月19日
に成立した。（２年６か月以内の政令で定める日から施行）

・不同意性交罪、不同意わいせつ罪等
・児童ポルノ禁止法違反
・痴漢、盗撮等の条例違反

こども家庭庁

こども家庭庁が法務省に照会

　こども家庭庁が「犯罪事実
確認書」を事業者に交付

確認対象
の犯罪歴

確認できる
犯罪歴の期限

　こども家庭庁から本人に対
し事前通知

民間保育等事業者
（認定制）

・認可外保育所
・学習塾　・学童保育 等

学校設置者等
（義務化）

・小中高校　・幼稚園
・保育所　等

犯罪歴なし

事業者が性犯罪前科の有無の確認を申請

犯罪歴あり

・禁固刑以上　 刑終了から20年まで
・罰金刑　　　刑終了から10年まで
・執行猶予　　判決確定日から10年まで

　子どもと接する業務
への不採用

　事業者に犯罪歴が
通知される

内定辞退した 内定辞退しない

　２週間以内に本人
が内定辞退したとき
は事業者に犯罪歴は
通知されない

就業制限、安全措置等


